
1 はじめに 
特別清算とは、会社法上の制度で、解散後・清算中

の株式会社について債務超過の疑いがある場合等に裁

判所の命令により開始され、その監督のもとで行われ

る（特別の）清算手続であり（会社法 510 条～574 条

外）、協定型と個別和解型があります。 
2 特別清算の 2 類型と特別清算に伴う貸倒処理に係る

法人税基本通達 9-6-1(2)とその他の通達 

 表題の通達 9-6-1 (2)は、法人の有する清算会社に対

する金銭債権の額のうち、「特別清算に係る協定の認可

の決定があった場合において、この決定により切り捨

てられることとなった部分の金額」は、その事実の発

生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金

の額に算入する」旨を定めています。 
ここでいう「協定」とは、会社法 563 条以下の定め

に従って行われる手続きで、清算会社と協定債権者（一

般債権者のこと）との間で、清算会社が協定債権者に

弁済をすること及び協定債権者は弁済を受けられなか

った部分を免除することを取り決めることで、清算会

社が債権者集会に対して協定の申し出をして、債権者

集会において法定の要件を満たす同意を得て可決し、

さらに、裁判所の認可の決定を得て成立し効力を生じ

ます。協定が成立するとそれに同意しなかった債権者

も拘束されます。 
これに対し、債権者が少数の場合（特に、清算会社

の親会社などその関係者のみが債権者である場合）、協

定に代え、協定よりコストや迅速性で勝る「個別和解」

により清算が行われる場合があります。個別和解は、

一部弁済と引き換えに残債免除とする場合が一般的で、

裁判所の許可により効力が生じます（同法535条①4）。 
ここで留意すべきは、特別清算により切り捨てられ

た金銭債権につき、9-6-1 がその(2)該当の貸倒損失と

して損金の額に算入することを認めるのは、あくまで

協定により免除される（切り捨てられる）場合のその

免除額に限っており、個別和解による免除（切り捨て）

額はこの(2)に当たらないということです。それは、ま

ず、同通達(2)の文言上、そこに個別和解も含むことは

読みとれないことから明らかであるといえますが、そ

れを措いても、個別和解は、協定の裁判所による認可

とは別個の手続で、当事者間の公平を担保する、又は

通常の合理性のない馴れ合い的な和解を修正するため

の規定もないため、たとえば、親会社と子会社のみが

当事者の場合、いかようにも和解（債務免除）の合意

ができます。よって、個別和解による債務免除を協定

によるそれと同等に扱うことは不合理です。 
以上の通り、協定型ではなく個別和解型の特別清算

手続が多く利用されているとしても、特別清算手続で

ありさえすれば、子会社の整理に関する親会社の負担

（債務免除）額を無条件に損金の額に算入できるわけ

ではありません。基本通達が、特別清算による債権の

切り捨てについて協定によるものであることを要件に

貸倒損失として損金算入を認めようとしていることに

は合理性があり、それを満たすことが必要です。  
  以上の通り、個別和解による免除額は上記通達の(2)
に当たりませんが、個別和解による債務免除は、同通

達が貸倒損失として損金算入を認める 4 つ目の類型と

して挙げる「(4)債務者の債務超過の状態が相当期間継

続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと

認められる場合において、その債務者に対し書面によ

り明らかにされた債務免除額」に当たる余地は残りま

す。この(4)の「場合」に該当するかどうかの判断は、

金銭債権の弁済の可能性の判断につき「債務者の資産

状況、支払能力等の債務者側の事情だけでなく、債権

回収に必要な労力、債権額と取立費用との比較衡量、

債権回収を強行することによって生ずる他の債権者と

のあつれき等による経営的損失等といった債権者側の

事情、経済的環境等も踏まえ、 社会通念に従って総合

的に判断されるべき」と判示した平成 16 年 12 月 24
日の最高裁判決に沿って行うべきと考えられます。 
この(4)にも当たらない場合は、別の法人税基本通達

9-4-1 により、法人税法 37 条の寄附金に該当するか否

かの判断をすることになります。つまり、同通達が寄

附金に当たらない要件として示す「その損失負担等を

しなければ今後より大きな損失を蒙ることになること

が社会通念上明らかであると認められるためやむを得

ずその損失負担等をするに至った等そのことについて

相当な理由があると認められる」か否かを検討するこ

とになりますが、この(4)に当たらない場合は、9-4-1 が

示す要件も満たさないことが多い、すなわち寄附金と

なる場合が多いと考えられます。（担当：亀山 孝之） 
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